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業務委託契約書（案） 

 

１  業    務    名     岡谷市史編さん委託業務 

 

２  業  務  箇  所      

 

３  履  行  期  間     自    令和 ８年 ４月 １日 

                        至    令和１２年１２月２０日 

 

４  契  約  金  額     金              円 

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）         円 

 

５  契 約 保 証 金     

 

上記業務について、委託者と受託者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条

項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

 

令和８年  月  日 

 

委託者 住 所  岡谷市幸町８番１号 

氏 名  岡谷市 

岡谷市長    早 出  一 真    印   

 

 

受託者 住 所   

              氏 名 

                         印 
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（総  則） 

第１条 受託者は、別紙仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の履行期間内に、頭書の業

務を完了しなければならない。 

 

  （監督員、業務主任担当者） 

第２条 発注者は、受注者の業務の遂行について、自己に代わって立会い、指示、承諾又は協議を

行う監督員を定め、書面をもって受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同

様とする。 

２ 受注者は業務履行について、業務上の管理をつかさどる業務主任担当者を定め、書面をもって

発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 

 

 （業務工程表の提出） 

第３条 受注者は、この契約締結後５日以内に仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提

出しなければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から５日以内に、受注

者に対してその修正を請求することができる。 

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、

必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この

場合において、第１項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え

て、前２項の規定を準用する。 

４ 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む｡ ）を第三者に

譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注

者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

 （一括再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委

任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発

注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任
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し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必

要な事項の通知を請求することができる。 

 

（契約保証金） 

第６条 受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を契約保証金として納付しなければならな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、岡谷市財務規則第１３５条第３項各号に該当する場合は、全部又は

一部の納付を免除する。ただし、受注者がこの契約を履行しないときは、受注者は、契約金額の 

１０分の１に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

 （業務の調査等） 

第７条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報

告を求めることができる。 

 

 （業務内容の変更等） 

第８条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務の内容を変更

し、又は一時中止することができる。 

この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者と

が協議してこれを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければなら

ない。賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。 

 

  （履行期間の延長） 

第９条 受注者は、その責に帰することができない事由により履行期間までに委託業務を完了する

ことができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした

書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は発注者と受注

者とが協議して定めなければならない。 

 

  （一般的損害） 

第１０条 この契約の成果物の引渡し前に生じた損害は、受注者が負担するものとする。ただし、

その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りではない。 

 

  （第三者に及ぼした損害） 

第１１条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害（第３項に規定する損害を除く｡ ）について、

当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 
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２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（仕様書に定めるところにより付された保険

によりてん補された部分を除く｡ ）のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に

帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、

発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りな

がらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

３ 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者

に及ぼした損害（仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く｡ ）

について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担

しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこと

により生じたものについては、受注者が負担する。 

４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と

受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

  （検査及び引渡し） 

第１２条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という｡ ）は、前項の

規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いの上、仕様書

に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に

通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行

い、再検査を受けなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。 

５ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を、発注者に引渡すものとす

る。 

 

 （履行遅延の場合における違約金） 

第１３条 受注者の責に帰すべき事由により、履行期間までに業務を完了することができない場合

において、履行期間後に完了する見込みがあると認めるときは、発注者は違約金を付して履行期

間を延長することができる。 

２ 前項の違約金は、業務委託料に対して、延長日数に応じ、年２．５パーセントの割合を乗じて

計算した金額とする。 

３ 発注者の責に帰すべき事由により、第１４条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、

受注者は、発注者に対して年２．５パーセントの割合で遅延利息の支払を請求することができる。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更） 

第１４条 契約金額は、次の各号の一に該当する場合は、委託者と受託者とが協議のうえこれを変
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更することができる。 

（１）経済情勢の急激な変動によって、契約金額が著しく不適当と認められるに至ったとき。 

（２）業務内容を変更したとき。 

（３）その他特別な理由があるとき。 

 

  （業務委託料の支払） 

第１５条 受注者は、第１２条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求すること

できる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に業務委託

料を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責に帰すべき事由により第１２条第２項の期間内に検査をしないときは、その期

限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（ 以下「約定期間」という｡ ）

の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えると

きは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

 

  （部分引渡し） 

第１６条 成果物について、発注者が別紙仕様書において業務の完成に先だって引渡しを受けるべ

きことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の業務

が完了したときについては、第１２条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果

物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第１５条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡

しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

 

（債務負担行為に係る契約の特則） 

第１７条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額（以

下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

      令 和  ８ 年 度             円 

      令 和  ９ 年 度             円 

      令 和 １０ 年 度                        円 

令 和 １１ 年 度                        円 

      令 和 １２ 年 度                        円 

２ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更す

ることができる。この場合発注者は、受注者に通知しなければならない。 

 

 （契約不適合責任） 

第１８条 受注者は、第１２条第５項の規定による引渡しを行った日から、１年以内に発見された
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成果物の契約不適合を修補するものとする。 

２ 発注者は、前項の契約不適合の修補に代え損害賠償の請求をすることができる。 

 

 （発注者の解除権） 

第１９条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）正当な理由なく、業務に着手すべき期日が過ぎても業務に着手しないとき。 

（２）その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 

（３）業務主任担当者を配置しなかったとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成すること

ができないと認められるとき。 

（５）第２０条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の１０分の１に相

当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

 （談合その他不正行為による解除） 

第１９条の２ 発注者は、受注者（受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条に

おいて同じ。）がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除するこ

とができる。 

（１）公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４８条第４項、第５３

条の３又は第５４条の規定による審決（同法第５４条第３項による該当する事実がなかったと認

める場合の審決を除く。）を行い、当該審決が確定したとき（独占禁止法第７７条の規定により、

この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 

（２）公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第４８条の２第１項の規定

による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第４８条の２第６項の規定により、確定

した審決とみなされたとき。 

（３）受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁

止法第７７条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴却下

の判決が確定したとき。 

（４）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の３又は同法第１９８条による刑が確定したとき。 

２ 受注者は、この契約の入札に関し前項の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基

づき、請負代金の額の１００分の２０に相当する額の公正入札違約金を発注者に支払わなければ

ならない。業務が完了した後も同様とする。 
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（契約の解除） 

第２０条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第１９条第１項及び前条第１項の規定によるほ

か、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

 

 （受注者の解除権） 

第２１条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）第８条第１項の規定により業務内容を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

（２）発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠

償を発注者に請求することができる。損害額は発注者と受注者とが協議して、これを定めるもの

とする。 

 

 （秘密の保持） 

第２２条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、業務に関連して知り得た委託者の保有する住民等の個人情報（以下「個人情報」と

いう。）を次の各号の場合を除いては他に開示、公表及び配布をせず、受託者自身もその個人情

報を業務以外に利用しないものとする。 

（１）第３条ただし書に基づき書面により委託者の承諾を得て開示する場合 

（２）法令に基づき開示が要求された場合 

３ 受託者は前項の個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、漏洩

防止のための合理的な必要な方策を講じるものとする。 

４ 受託者は、前３項に規定するほか、個人情報の取扱い及び管理について、個人情報保護に関す

る法律第６６条、第６７条及び別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。 

  

（契約外の事項） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定

める。 

 


